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１ 石狩市の会計区分って？ 
 

市町村などの地方公共団体の会計は、大きく分けて「一般会計」と「特別会計」の２つに区分

されます。 

このうち、一般会計は、市の会計の中心となる会計で、福祉や教育など行政運営の基本的な経

費を計上した会計です。 

特別会計は、地方公共団体が特定の事業を行うときに、特定の収入を特定の支出に充て、一般

会計と区分して経理する必要がある場合に設置するものです。なお、特別会計の設置については、

法令に義務付けられているものを除き、すべて条例によらなければならないとされています。 

 

本市では、上記の（２）のように「国民健康保険事業

特別会計、国民健康保険診療所特別会計、後期高齢者医

療特別会計、介護保険事業特別会計、介護サービス事業

特別会計、土地取得特別会計、水道事業会計、公共下水

道事業会計、特定環境保全公共下水道事業特別会計、個

別排水処理施設整備事業特別会計」の 10 の特別会計

を設置しています。 

特別会計の中には、公営企業会計と呼ばれるものが

あります。これは、事業にかかる経費を主に使用料等の

収入でまかなって住民サービスを提供するための特別

会計です。 

 公営企業とは、地方公共団体が経営する企業のこと

で、地方公営企業法が適用される「法適用企業」とそれ

以外の「法非適用企業」とに分けられます。 

法適用企業では、民間企業と同様に、貸借対照表など

の財務諸表を用いた企業会計方式で経理が行われます。

法非適用企業では、一般会計同様に、官庁会計方式で経

理が行われます。 

（Ａ）普通会計

　・一般会計

　・土地取得特別会計

　・土地取得特別会計 （Ｂ）公営事業会計

　・国民健康保険事業特別会計 　・国民健康保険事業特別会計

　・国民健康保険診療所特別会計 　・国民健康保険診療所特別会計

　・後期高齢者医療特別会計 　・後期高齢者医療特別会計

　・介護保険事業特別会計 　・介護保険事業特別会計

　・介護サービス事業特別会計 　・介護サービス事業特別会計

うち公営企業会計 　

　・水道事業会計 　・水道事業会計

　・公共下水道事業会計 　・公共下水道事業会計

　・特定環境保全公共下水道事業特別会計 　・特定環境保全公共下水道事業特別会計

　・個別排水処理施設整備事業特別会計 　・個別排水処理施設整備事業特別会計

地
方
公
共
団
体

（１）一般会計

（２）特別会計

【特別会計の区分】 
●法令に義務付けられているもの 

・国民健康保険事業特別会計 

・国民健康保険診療所特別会計 

・後期高齢者医療特別会計 

・介護保険事業特別会計 

・介護サービス事業特別会計 

 

●市の条例で設置しているもの 

・土地取得特別会計 

・水道事業会計 

・公共下水道事業会計 

・特定環境保全公共下水道事業特別会計 

・個別排水処理施設整備事業特別会計 

【公営企業会計の区分】 
●法適用企業 

・水道事業会計 

・公共下水道事業会計 

 

●法非適用企業 

・特定環境保全公共下水道事業特別会計 

・個別排水処理施設整備事業特別会計 
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一般会計と特別会計の区別は、収入の性質の違いによりますが、経理の区分けは、個々の地方

公共団体ごとに異なります。そこで、全国的な統計や団体間の財政比較を行えるように、全国で

統一的に用いるものとして、普通会計・公営事業会計という会計区分があります。 

普通会計は、「一般会計」と「公営事業会計に属さない特別会計」（本市では土地取得特別会計

が該当）からなっており、教育・社会福祉、土木、消防など自治体の行政運営の基本的な経費が

計上されます。 

公営事業会計は、地方財政法などの規定により、特別会計を設けてその経理を行う必要のある

会計で、公営企業（水道や下水道など）や国民健康保険などに関係する会計です。 

 

 

 

２ 令和元年度の収入（歳入）は？ 
 

市民のみなさんの生活を向上させるためにさまざまな仕事（事業）を行っていますが、それを

行うためには、財源が必要となります。財源には市民税や固定資産税などの市税、自治体の財政

力に応じて交付される地方交付税、国や道からの補助金、借入金である市債などがあり、令和元

年度一般会計の決算額と各科目の割合は次のとおりです。 

 

 

（単位：千円・％）

歳 入 科 目 決 算 額 前 年 比 歳 入 科 目 決 算 額 前 年 比

市 税 8,324,700 2.9 交通安全対策特別交付金 8,349 ▲ 0.5

地 方 譲 与 税 302,549 0.5 分 担 金 及 び 負 担 金 51,166 ▲ 25.7

利 子 割 交 付 金 3,977 ▲ 50.1 使 用 料 及 び 手 数 料 408,066 1.0

配 当 割 交 付 金 12,951 20.6 国 庫 支 出 金 4,609,174 8.0

株式等譲渡所得割交付金 8,427 ▲ 9.1 道 支 出 金 2,109,693 5.8

ゴルフ場 利用 税交 付金 46,991 ▲ 1.7 財 産 収 入 144,934 431.1

地 方 消 費 税 交 付 金 1,116,441 ▲ 5.4 寄 附 金 135,828 105.8

自 動 車 取 得 税 交 付 金 31,588 ▲ 50.3 繰 入 金 184,645 123.9

環 境 性 能 割 交 付 金 9,123 － 繰 越 金 383,224 ▲ 41.8

国有提供施設等所在市町村
助成交付金

3,932 7.3 諸 収 入 542,398 ▲ 48.7

地 方 特 例 交 付 金 等 101,542 106.6 市 債 2,014,400 17.5

地 方 交 付 税 7,360,750 0.2 合 計 27,914,848 1.7
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歳入の科目別割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

歳入合計：279 億円 
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【用語解説：令和元年度における市の歳入科目】 

 

・一年の収入を歳入といい、その性質によって科目別に分けられます。各科目の内容は次のとおりです。 

歳入科目名 内            容 
１ 市税 所得税など国が課税する国税に対し、市の課税権により主に市民の皆さんから市に納め

ていただく税です。本市には市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、都市計画

税、入湯税などがあります。 
２ 地方譲与税 徴収の利便性などの問題から、一旦国税として徴収され、その後、一定の基準により道

や市町村に譲与される税です。本市には、自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税、特別

とん譲与税、森林環境譲与税（令和元年度から）があり、人口規模や市町村道の面積・

延長、外国貿易船のトン数などを基準として配分し譲与されます。 
３ 利子割交付

金 
金融機関等から受け取る預金等の利子は、金融機関等を通じて道民税利子割として課税

されています。この税収のうち、５９．４％がその市町村の個人道民税の額を基準に市

町村に交付されます。 
４ 配当割交付

金 
企業などから支払いを受ける株式等の配当金について課税される道民税配当割のうち、

５９．４％がその市町村の個人道民税の額を基準に市町村に交付されます。 
５ 株式等譲渡

所得割交付金 
株式の譲渡益などについて課税される道民税株式等譲渡所得割のうち、５９．４％がそ

の市町村の個人道民税の額を基準に市町村に交付されます。 
６ ゴルフ場利

用税交付金 
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者に課される税金で、道が収納したゴルフ場利用税

の７０％が、ゴルフ場所在の市町村に交付されます。 
７ 地方消費税

交付金 
私たちが買物をしたとき、お店に１０％（令和元年１０月以降※軽減税率を除く）の消

費税を納めますが、このうち国の消費税率は７．８％で、残りの２．２％が地方消費税

として道の収入となります。この税収のうち５０％が国勢調査の人口と事業所統計の従

業者数を基準に市町村に交付されます。 
８ 自動車取得

税交付金 
自動車取得税（令和元年９月３０日廃止）は、自動車の取得に対して課される税金で、

この税収のうち、６６.５％が市道の面積や延長を基準に市町村に交付されます。 
９ 環境性能割

交付金 
環境性能割（令和元年１０月１日導入）は、自動車の取得に対して課される税金で、こ

の税収のうち、４４.６５％が市道の面積や延長を基準に市町村に交付されます。 
10 国有提供施

設等所在市町村

助成交付金 

自衛隊が使用する演習場等が所在する市町村に対して国から交付されます。 

11  地方特例交

付金 
国から地方への税源移譲により、所得税で控除しきれない住宅ローン控除額を住民税か

ら控除することになったことに伴い生じる減収を補てんするため、当分の間の措置とし

て、国から交付されるものです（減収補てん特例交付金）。また、消費増税による増収分

を幼児教育の無償化に充てることとなりましたが、令和元年 10 月に増税し、地方の増

収分が僅かとなることから、令和元年度における地方負担分については、国から交付さ

れました。（子ども・子育て支援臨時交付金） 

 

  【教えて！さけ太郎】 

Ｑ：令和元年度の歳入科目を、国、北海道、市民からの収入に分類すると、ど

うなるの？ 
 

Ａ：大まかに分類すると、次のとおりになります。なお、繰入金、繰越金、市債については、お金のやり

くりのための収入であることから、「その他の収入」として分類しています。 

１ 主に市民からの収入：市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、

財産収入、寄附金、諸収入 

２ 国からの収入：地方譲与税、国有提供施設等所在市町村助成交付金、

地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金 

３ 北海道からの収入：利子割交付金、ゴルフ場利用税交付金、地方消費

税交付金、自動車取得税交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、

道支出金 

４ その他の収入：繰入金、繰越金、市債 
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【用語解説：令和元年度における市の歳入科目】（続き） 

歳入科目名 内            容 

12  地
★

方交付税 市町村によって生じている税収入の格差を是正し、一定の行政水準を保つために国から

交付される交付金です。所得税及び法人税の３３．１％、酒税の５０％、消費税の２０．

８％、地方法人税の全額が原資となっています。 
13  交通安全対

策特別交付金 
市町村が道路交通安全施設の整備を行う経費に充てるため、交通反則金を市町村の交通

事故発生件数等を基準に配分し交付されます。 
14  分担金及び

負担金 
分担金は、市が一部又は特定の者に対し、特に利益のある事務事業を行う場合に、その

必要な費用に充てるため、利益を受ける者から徴収するお金です（例：土地改良事業分

担金）。一方、負担金も一定の事務事業について、特別の利害関係がある人から、その事

業に必要な経費を受益の受ける程度に応じて市が課する金銭的な給付です（例：保育料

負担金）。 
15  使用料及び

手数料 
使用料は、市が所有し、または管理している施設を利用する時に、市に納付されるお金

です。納付された使用料は、その施設を維持、管理するための経費の財源となります。

手数料は、市が特定の人のために行う行政サービスの対価として市に納付されるお金で

す。納付された手数料は、その行政サービスを行うための経費の財源となります。 
16   国庫支出金 市が行う事務事業に対し、その財源の一部または全部として国から使途を特定されて交

付される収入です。 
17   道支出金 市が行う事務事業に対し、その財源の一部または全部として道から使途を特定されて交

付される収入です。 
18   財産収入 市が所有する財産等を貸し付けることによって生じる財産貸付収入や基金の運用利息

等の財産運用収入と、市の財産を譲渡することなどにより生じる財産売払収入とがあり

ます。 
19   寄附金 市に対する金銭の無償譲渡で、使途を特定しない一般寄附金と使途を特定した指定寄附

金とがあります。また、平成２０年度から生まれ故郷や応援したい地方公共団体に寄附

する「ふるさと納税」制度開始により、使途を特定する又は特定しない「ふるさと応援

寄附金」が創設されました。 
20   繰入金 一般会計では、各種基金を取り崩して一般会計に繰り入れられるお金です。 
21   繰越金 前年度の決算で生じた余剰金を、翌年度の歳入に編入するときの収入です。 
22   諸収入 他のどの歳入科目にも含まれない収入をまとめた科目の名称で、延滞金、預金利子、貸

付金元利収入、雑入などがあります。 
23   市債 市が社会資本の整備等を行うために必要な財源を調達するための債務（借金）です。ま

た、近年は国や地方公共団体の財源不足を補てんするために地方債を発行することもあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【教えて！さけ子】 

Ｑ：地
★

方交付税って？ 

 

Ａ：地方公共団体が平均的な仕事をするために必要な財源を保障する制

度が地方交付税です。平均的な仕事をするために、十分な税金を独自で集

めることのできる自治体と、そうでない自治体があります。そこで、全国

で集めた税金（国税）の一部を収入の少ない団体に交付し、財政を補って

います（財政調整機能）。また、現在の自治体の仕事は、国の方針、基準

により義務付けされたものも多くあり、その財源を国が保障しています

（財源保障機能）。地方交付税の大半（94％）が普通交付税で、残りの 6％

が特別交付税です。特別交付税は災害などのその年の特別な事業に対し

て交付されます。 
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【用語解説：歳入の分類】 

●自主財源と依存財源 

市に入ってくるお金の調達方法に着目した分類で、市が自主的に収入できる財源が自主財源、

国または道の意思で定められた額を交付されたり、割り当てられたりする財源が依存財源です。

自主財源の割合が高いほど、市が自主的に財政活動を行うことができます。 

 

（ア）自主財源：市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰

越金、諸収入がこれに該当します。 

（イ）依存財源：地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴル

フ場利用税交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金、国有提供

施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国

庫支出金、道支出金、市債がこれに該当します。 

 

●一般財源と特定財源 

市に入ってくるお金の使途が特定されているかどうかに着目した分類で、財源の使途が特定さ

れないものが一般財源、財源の使途が特定されているものが特定財源です。一般財源の割合が高

いほど、弾力的な財政運営を行うことができます。 

 

（ア）一般財源：市税、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、

ゴルフ場利用税交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金、国有

提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、

財産収入、寄附金、繰越金がこれに該当します。 

（イ）特定財源：分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、道支出金、繰入金、諸収

入、市債がこれに該当します。 

※使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入、市債等については、その

収納した目的、性格等によって一般財源にも特定財源にもなり得ます。 
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【市税の状況】 

令和元年度の市税収入は８３億２，４７０万円で、前年度と比べて２億３，５９５万円の増と

なりました。これは、新港地域を中心とする企業の設備投資の増加等による固定資産税の増加な

どに起因するものです。今後は、高齢化の進展に伴い生産年齢人口の減収が見込まれるなど、大

幅な税収増は見込めないことから、収納率の更なる向上に努めるなど、安定的な自主財源の確保

に努めなければなりません。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■個人市民税 ■法人市民税 ■固定資産税 □その他 
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３ 令和元年度の支出（歳出）は？ 
 

本市の予算がどの分野にどれだけ配分されているかを知るために、歳出を行政目的別に分類し

たものが目的別経費（下の左側の表）です。また財政構造をより分かりやすくするために、扶助

費や公債費など歳出を性質別に分類したものが性質別経費（下の右側の表）です。性質別経費の

科目別割合は次のとおりです。 

  

 

●目的別経費 （単位：千円・％） ●性質別経費 （単位：千円・％）

歳 出 科 目 決 算 額 前 年 比 決 算 額 前 年 比

議 会 費 170,787 ▲ 0.3 3,781,450 2.5

総 務 費 1,276,251 16.7 4,449,693 6.0

民 生 費 10,194,563 2.6 1,400,919 ▲ 17.7

衛 生 費 1,967,051 ▲ 2.3 6,631,308 4.5

労 働 費 15,402 3.5 一部事務組合に対するもの 1,524,697 2.5

農林水産業費 449,010 ▲ 24.6 そ の 他 1,847,967 0.7

商 工 費 374,220 2.4 小 計 3,372,664 1.5

土 木 費 2,470,396 ▲ 13.4 元 利 償 還 金 2,781,347 ▲ 10.0

消 防 費 1,403,779 8.9 一 時 借 入 金 利 子 187 ▲ 38.1

教 育 費 2,824,106 51.6 小 計 2,781,534 ▲ 10.0

災害復旧費 12,771 ▲ 93.8 155,494 ▲ 45.9

諸 支 出 金 908 63.9 153,880 7.5

公 債 費 2,781,548 ▲ 10.0 2,821,526 3.0

職 員 費 3,648,105 1.8 2,027,658 49.9

予 備 費 － － 12,771 ▲ 93.6

合 計 27,588,897 1.9 27,588,897 1.9

歳 出 科 目

人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補助費等

合 計

公 債 費

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金

繰 出 金

投資的経費（普通建設事業費）

投資的経費（災害復旧事業費）

歳出合計：276 億円 
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【用語解説：令和元年度における市の歳出科目】 

●目的別経費 

 市の経費を、行政目的によって分類したものです。目的別経費では、行政分野ごとの大まかな

予算の比重を知ることができます。また、議会で予算を審議する場合にもこの分類が使われます。 

歳出科目名 内            容 
１ 議会費 議会の活動にかかる経費です。議員の報酬や手当、議会や委員会の運営経費などがあり

ます。 
２ 総務費 市役所の管理・運営、情報化推進、統計調査、まちづくり、財政運営、国際交流、広報

広聴、戸籍関係事務、税の賦課・徴収、選挙などにかかる経費です。 
３ 民生費 高齢者や障がい者福祉、児童福祉、医療給付や生活保護など、安定した社会生活をする

ためにかかる経費です。 
４ 衛生費 病気予防のための各種検診、予防接種、ごみ処理、環境対策など、健康で衛生的な生活

環境を保持するためにかかる経費です。 
５ 労働費 失業対策や勤労者のための各種施設の設置、管理にかかる経費です。 
６ 農林水産業 
  費 

農業、林業、水産業など、第一次産業の振興にかかる経費です。 

７ 商工費 商工業の振興、企業誘致、観光の振興にかかる経費です。 
８ 土木費 道路や公園の整備、除排雪、港湾整備、都市計画、公営住宅などにかかる経費で、公共

下水道事業会計への負担金等も含まれています。 
９ 消防費 防火・消火活動、救急・防災活動、消防車両の整備などのための経費です。なお、石狩

市の場合は、近隣の自治体と一部事務組合を設立し、共同で事務処理を行っています。

消防費の大部分は、この負担金が占めています。 
10 教育費 義務教育にかかる経費や学校、公民館、図書館、スポーツ施設の建設・管理・運営、生

涯学習の推進、文化財の保護などにかかる経費です。 
11 災害復旧費 大雨による土砂災害など、災害による被害を復旧するためにかかる経費です。 
12 諸支出金 支出の性質により、他の支出科目に含まれない経費をまとめた科目です。 
13 公債費 市が借入れた市債の元利償還金及び一時借入金の償還利子です。 
14 職員費 市職員の給与などの経費です。 

 

●性質別経費 

 市の経費を、経済的性質を基準に分類したものです。性質別に分類すると、財政構造上の課題

等を見出すことができることので、市の財政の体質を改善するのに役立ちます。 

歳出科目名 内            容 
１ 人件費 職員給、議員報酬、各種委員報酬、共済組合等への負担金など、常勤職員や非常勤の特

別職の勤労の対価として支払われる一切の経費です。ただし、道路や公園の整備など普

通建設事業に携わる職員の人件費については、普通建設事業費に区分されます。 
２ 物件費 賃金や旅費、交際費、需用費（消耗品費、光熱水費等）、役務費（通信運搬費、手数料等）、

委託料など、資産として残らない消費的な経費の総称です。 
３ 維持補修費 市が管理する公共施設の効用を保全するための経費です。建物の大規模改修等は普通建

設事業費に、備品等の修繕費は物件費に区分されます。なお、道路の除排雪経費もここ

に分類されます。 
４ 扶助費 市が各種の法令（生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等）や条例によって、お金や物

品を被扶助者に提供する経費で、生活保護費、児童手当、医療費助成、就学援助などが

あります。 
５ 補助費等 補助費等に区分される経費は、その支出の目的、根拠、対象等によって多種多様です。

主な経費としては、講師謝金などの報償費、保険料などの役務費、団体に対する負担金

や補助金等があります。なお、本市は、消防、港湾管理など、他自治体と共同して事務

処理を行うための一部事務組合を数多く設立しているのが特徴で、令和元年度決算にお

けるこれら組合に対する負担金割合は、補助費等全体の４５％程度を占めています。 
６ 公債費 市が借入れた市債の元利償還金及び一時借入金の償還利子です。 
７ 積立金 収支不足の際にその穴埋めをするための基金や特定の目的のために設けられた基金な

どに積み立てるための経費です。 
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●性質別経費（続き） 

歳出科目名 内            容 
８ 投資及び出 

資金・貸付 
  金 

投資及び出資金とは、公益上の必要性から、共同で事業を行う場合、その他財政援助を

目的として投資する場合や、財団法人への出捐金として支出する場合の経費です。また、

貸付金とは、特定の政策目的のために貸付けられる経費です。 
９ 繰出金 会計間で、他の会計に支出される経費です。本市では一般会計から特別会計に支出され

る経費のことです。 
10 投資的経費 その支出の効果が資本の形成に向けられ、施設等が将来に残るものに対して支出される

経費をいい、普通建設事業費、災害復旧事業費があります。 
※普通建設事業費：道路の改良、公園の新設、小中学校や図書館などの建設事業にかか

る経費。 

 

【義務的経費の状況】 

 義務的経費とは、法令あるいはその性質的に支出が義務づけられている「人件費、扶助費（生

活保護費、医療費助成など）、公債費」の合計をいい、その歳出総額に占める割合が高いほど、財

政の硬直化が進んでいることを示します。 

 

 

 

人件費は、定員適正化計画に基づき、職員数の適正化を図ってきたことから、近年は横ばい傾

向となっています。 

また、公債費に関しては、石狩市財政運営指針（計画期間 H29～R3）に基づき、市債発行の

抑制に努めてきた結果、近年は横ばい傾向で推移しています。今後も弾力的な財政運営を確保す

るため、中長期的な視点で公債費の抑制に努めなければなりません。 

一方、扶助費に特別会計（国民健康保険事業・後期高齢者医療・介護保険事業等）への繰出金

を加えた社会保障費は、次のグラフのとおり、高齢化の進展等に伴い、年々増加しています。 

 

人件費  □扶助費  ■公債費 
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社会保障費の推移 
 

 

 

 

財
★

政運営指針の詳しい内容は、市ＨＰでご覧いただけます。 

（http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/zaisei/31548.html） 

 

４ 借金（市債）はどうなっているの？ 
 

普通会計の令和元年度末の市債残高は約３２１億円と依然として高い水準にあり、市民１人当

たりにすると約５５万円の借金となります。今後も、将来世代に過度な負担をかけないよう、必

要最小限の市債の発行に努めなければなりません。 

  

扶助費  ■繰出金等 

【石狩管内５市との比較】 
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市債の推移 

  

 

 

 

【実質的に市が抱えている債務の残高】 

 令和元年度末の市債残高約３２１億円（市民１人当たり約５５万円）というのは、あくまでも

市の普通会計のみの額です。これに下水道事業など他の会計の公債残高に対する普通会計の将
★

来

負担額を加えると約４１３億円、さらに公債費に準ずる債
★

務負担行為を加えると約４１４億円に

もなります。また、市が加入している一部事務組合の公債残高に対する普通会計の将来負担額は

約７億円となっています。実際に石狩市が抱えているこれらの債務（将来負担）額は約４２１億

円、市民１人当たりでは約７２万円となります（下の表を参照）。 

 なお、国民健康保険事業特別会計は恒常的な赤字体質に陥っており、近年赤字額の増加傾向に

歯止めがかからない状況になっています。この赤字額を補てんする方法として、前
★

年度繰上充用

金を用いていますが、その額は約３億円になることから、この累積赤字額も実質的な市の債務と

いえるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

市債残高 借入・返済額 



- 13 - 
 

【債務残高及び特別会計・一部事務組合等にする将来負担額】 

 

（単位：千円）

区分 内訳 年度末残高 うち石狩市債務残高 うち将来負担額

石狩市 一般会計 31,899,540 31,899,540 31,899,540

土地取得特別会計 170,000 170,000 170,000

国民健康保険診療所特別会計 6,299 6,299 6,299

介護サービス事業特別会計 87,666 87,666 87,666

水道事業会計 6,196,025 6,196,025 3,562,714

公共下水道事業会計 8,060,269 8,060,269 4,731,377

特定環境保全公共下水道事業特別会計 649,651 649,651 629,511

個別排水処理施設整備事業特別会計 201,769 201,769 201,769

小計＝① 47,271,219 47,271,219 41,288,876

債務負担行為に係るもの＝② 3,291,632 3,291,632 63,971

計＝③ 50,562,851 50,562,851 41,352,847

一部事務組合 石狩北部地区消防事務組合 374,251 0 0

石狩湾新港管理組合 8,376,509 1,396,085 714,553

石狩西部広域水道企業団 14,372,660 2,989,513 0

計＝④ 23,123,420 4,385,598 714,553

計 ③＋④ 73,686,271 54,948,449 ※42,067,400

※将来負担額：市民１人当たりでは約72万円
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【教えて！さけ太郎】 

Ｑ：将来
★

負担額？ 債務
★

負担行為？ 前年度
★

繰上充用金？ 

Ａ：           

●特別会計・一部事務組合の債務残高のうち石狩市の将来負担額について 

従来は、特別会計については債務残高、一部事務組合の債務残高については、負担金の負担割合等から持ち分

を算定し、その額を市の債務残高として記載していました。しかし、平成１９年度決算より財政健全化法の指標

の１つである将来負担比率を算定する際に、特別会計及び一部事務組合への負担金のうち、公債費として使用さ

れる額（将来負担額）を算出することになったことから、本表においても、その方式を基に算出しています。 

・特別会計…繰出金のうち公債費として使われる額(準元利償還金)を算出し、そこから、準元金償還額（普通会計

負担額）割合を算出する。 

・消防事務組合…実額負担による（構成市町村別に借入分をそれぞれで負担） 

・新港管理組合…３母体（北海道・小樽市・石狩市）で同様の算定方法により計上 

①一般会計分：組合の一般会計歳入総額に占める市（道）負担金の割合 

②港湾整備事業会計分：一般会計からの繰入金のうち元利償還金相当分×①の割合／元利償還金総額 

・西部水道企業団…企業債の償還に対する負担はない（水道料金で賄うため） 

 

●債務負担行為：地方公共団体が物件を購入したり、施設の管理委託をしたりする場合、契約は当該年度に行い

ますが、その支払いなどの債務が将来にわたって発生する場合、議会の承認を得て複数年度の歳出を見込む行為

をいいます。なお、ひとくちに債務負担行為といっても、施設の委託料を複数年度契約するものも含みますので、

前ページの表ではこのうち公債費に準ずる債務負担行為に係るものを載せています。 

 

●前年度繰上充用金：会計年度経過後、その会計年度（令和元年度）の歳入が歳出に不足する場合は、翌年度（令

和２年度）の歳入を繰上げて、その年度（令和元年度）に充てることができ、このお金を前年度繰上充用金とい

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 貯金（基金）はあるの？ 
 

基金
★

とは市の貯金のことであり、その種類には財政調整基金、減債基金、特定目的のための基

金があります。災害等の緊急時において財源不足が生じる場合に活用するための財政調整基金は、

近年横ばいとなっており、令和元年度末で約５億円を積み立てています。近年発生している台風

や地震等の自然災害に対する緊急的な財政出動に対応できる財政基盤の強化を図る必要があるこ

とから、今後も基金の充実に努めなければなりません。 
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【教えて！さけ子】 

Ｑ：基金
★

にはどんな種類があるの？ 

 

Ａ： 

●財 政 調 整 基 金 ：災害の発生等による不時の支出の増加や経済不況による予期せぬ収入減によ

り財政運営が困難にならないよう、一定のルールに基づき積立てを行うこと

とされている基金です。 

●減 債 基 金：公債費の償還が毎年度の財政運営に影響を与えないよう計画的に償還するた

めに積立てることとされている基金です。 

 

●特定目的のための基金：特定の目的を計画的に実施できるよう資金を 

積立てたもので、使途が限定されている基金 

です。市が条例で設置しています。 

（例：まちづくり基金） 

基金残高（普通会計）の推移 

 

  

    

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

億円 

■財政調整基金 □減債基金 □その他特定目的基金 
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６ 財政の健全度は？ 
 

地方自治体の財政運営の健全度を表す指標として、いくつかの指標がありますが、ここでは、

次の 6 つの指標についてご説明します。 

 

（１）財政健全化指数（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負

担比率） 

 平成１９年度決算から、「地方公共団体の財政健全化に関する法律（以下、財政健全化法）」に

基づき、新たな４つの指標を算定し、その数値を公表することになりました。 

４指標については、各市の標
★

準財政規模に応じて「早期健全化基準（イエローカード）」「財政

再生基準（レッドカード）」の率が定められており、この基準を超えてしまうと、健全化計画の策

定や外部監査の義務付けなど国や北海道からの関与が大きくなり、市の独自性が大きく制限され

ることになります。 

令和元年度決算においては、前年度に引き続き早期健全化基準をクリアしましたが、今後も比

率の改善に向けて健全な財政運営に努めなければなりません。なお、各指標の対象範囲について

は次の表のとおりです。 

 

 

 

 

 

  

 
【教えて！さけ太郎】   

Ｑ：標
★

準財政規模って？  

Ａ：地方公共団体の標準的な状態で収入されると見込まれる一般財源 (市税、地方交付税、地方譲与税の合

計額)の規模を標準財政規模といいます（令和元年度は約１６６億円）。この額は、標準的な行政活動に必要と

される一般財源の総量を示すため、主に財政分析や財政運営の指標算出に用いられます。 

出典：総務省ＨＰ 

（http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/kenzenka/index2.html） 
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●実質赤字比率 … 該当なし（決算が黒字のため） 
【早期健全化基準…12.6７％以上】【財政再生基準…20.00％以上】 

 

 

 

 

 実質赤字比率は、標準財政規模に占める普通会計（本市では、一般会計と土地取得会計が該当）

の赤字額の割合を示すものです、令和元年度決算では、本市は黒字決算であったため、本比率の

該当はありませんでした。 

 

●連結実質赤字比率 … 該当なし（連結決算が黒字のため） 

【早期健全化基準…17.6７％以上】【財政再生基準…30.00％以上】 

 

 

 

 

 

 

 

連結実質赤字比率は、標準財政規模に占める普通会計と連結対象特別会計の赤字額の割合を示

すものです。令和元年度決算では、国民健康保険事業で約３億円の赤字を抱えているものの、連

結ベースでは黒字決算であったため、本比率の該当はありませんでした。 

 

（単位：千円）

歳入額（資産） 歳出額（負債）
実質収支額

（資金不足・剰余額）

一般会計 27,914,848 27,588,897 ※228,953

土地取得特別会計 1,190 1,190 0

小計 27,916,038 27,590,087 228,953

水道事業会計 1,734,858 265,695 1,469,163

公共下水道事業会計 420,760 61,686 359,074

特定環境保全公共下水道事業特別会計 267,015 267,015 0

個別排水処理施設整備事業特別会計 52,060 52,060 0

小計 2,474,693 646,456 1,828,237

国民健康保険事業特別会計 7,179,459 7,453,660 -274,201

国民健康保険診療所特別会計 173,731 138,461 35,270

後期高齢者医療特別会計 812,313 804,102 8,211

介護保険事業特別会計 4,992,378 4,881,195 111,183

介護サービス事業特別会計 234,726 225,536 9,190

小計 13,392,607 13,502,954 -110,347

43,783,338 41,739,497 1,946,843合　　　　　計

会　　　　　計　　　　　区　　　　　分

普通会計

公営企業会計

公営企業会計
以外の特別会計

※一般会計の実質収支額は、翌年度繰越分 96,998 千円を控除したもの 
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●実質公債費比率 … ７．８％  道内３５市中１４位 

        ※平成３０年度：８．６％（道内３５市中１９位） 

【起債許可団体移行…18.0％以上】 

【早期健全化基準…25.0％以上】 

【財政再生基準…35.0％以上】 

 

 

 

 

 

 

 

地方交付税による措置の状況を的確に反映させた一般財源に占める公債費の割合で、普通会

計のほかに、特別会計に対する繰出金、一部事務組合に対する負担金及び債務負担行為の中で

元利償還金に準ずる要素を加えて計算します。 

つまり、この指標からは、標準財政規模から交付税措置分を控除した一般財源のうち、最終的

な使途が公債費であるものの割合がわかります。 

この比率が１８％以上になると、市債の発行の際に都道府県知事の許可が必要となります。 

 

 

●将来負担比率 … ７０．７％  道内３５市中２０位 

       ※平成３０年度：７６．６％（道内３５市中２０位） 

【早期健全化基準…350.0％以上】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実質公債費比率が単年度の公債費の割合であるのに対し、将来負担比率は将来の公債費予定額

の標準財政規模に対する割合を示しています。また、一部事務組合に対する負担額を含めて算出

することから、本指標からは今後市の一般財源で賄わなければならない総体的な公債費の状況を

把握することができます。（P13 を参照） 
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（２）経常収支比率 … ９４．４％（道内３５市中１５位） 

         ※平成３０年度：９４．９％（道内３５市中２０位） 

自治体の財政にどれだけ自由に使えるお金があるのかを示す指標を経常収支比率といいます。

経常収支比率は、市税や地方交付税のように毎年度経常的に収入される一般財源（使い道の決め

られていない財源）が、人件費や公債費など経常的に支出される経費にどの程度充てられている

かを示す指標です。 

 下表は、全道の平均値と石狩市の実績値との推移を表したものです。近年、比率は上昇傾向に

ありますが、令和元年度においては、少雪により除排雪経費が減少したことから、前年度比マイ

ナス０．５％の９４．４％となりました。 

 

 

（３）財政力指数 … ０．５１７ 道内３５市中１０位 

       ※平成３０年度：０．５１３（道内３５市中１０位） 

基準財政需要額（自治体が十分な行政サービスを提供するのに必要とされる標準的な財源の額）

に対して、基準財政収入額（自治体が確保できる標準的な税収入の額）が占める比率を財政力指

数といいます。この指数が１.0 未満の自治体は、必要な税収を確保できない状態であり、十分な

行政サービスを行えないことから、足りない税収分を補うために普通交付税が交付されます。 

  

※全道平均の R1 数値は、Ｒ２.１１月現在未公表 
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７ 財政を家計に例えると？ 
 

令和元年度の一般会計決算額（歳入２７９億１，４８５万円、歳出２７５億８，８９０万円）

を人口（５８,２２１人／令和２年 3 月末現在）で割ると、次のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
※（   ）の中の科目について詳しくは、４・５ページ（歳入）及び９・１０ページ（歳出）の用語解説を 

ご参照ください。 

１カ月の家計簿 
＜収入＞  ＜支出＞ 

給与 

うち基本給 

（市税などの 

自主財源） 

うち諸手当 

（国・道支出金、 

地方交付税など） 

43 万 3,000 円 

16 万 4,000 円 

 

 

26 万 9,000 円 

 食費 

（人件費） 

6 万 5,000 円 

 教育費・医療費 

（扶助費） 

 11 万 5,000 円 

 ローン返済 

（公債費） 

 4 万 8,000 円 

 光熱水費 

（物件費） 

 7 万 6,000 円 

銀行からの 

借入れ 

（市債など） 

3 万 5,000 円 

 

 家の修繕費 

（維持補修費） 

2 万 4,000 円 

 サークル等の 

会費（補助費等） 

5 万 8,000 円 

 家族への 

仕送り（繰出金） 

4 万 8,000 円 

貯金の取崩し 

（繰入金） 

3,000 円  電化製品の 

購入（建設事業費） 

3 万 5,000 円 

前月の繰越し 

（繰越金） 

7,000 円  貯金 

（積立金） 

 3,000 円 

 株式投資 

（投資及び出資金） 

 3,000 円 

計 47 万 8,000 円  計 47 万 5,000 円 
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８ これからの取組は？ 
 

本市は、地方交付税などの依存財源が歳入の多くを占めていることから国の財政改革や制度改

革の影響を受けやすい状況となっています。人口減少や高齢化の進展、防災・災害対応など、地

方財政を取り巻く環境は変化しており、今後も財政の健全化の確保に向けた取り組みを進めなけ

ればなりません。 

 市では、安定的な財政運営を維持できる構造を確立するため、財政運営の基本的な考え方など

を示した「石狩市財政運営指針」を策定しており、この指針に基づき限られた財源の効率的な運

用を図り、単年度財政収支の黒字化と財政基盤の強化に努めます。 

 

 

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。 

本市の財政状況は依然厳しい状況が続いていますが、このような中、限られた資源で効率的で

実効性の高い施策を行うためには、市民の皆様のご理解とご協力が不可欠です。 

このような資料を通して、難しいイメージで敬遠されがちな「財政」というものを、市民の皆

様がいくらか実感を持って考えていただく機会になれば大変幸いです。 

これからも、皆様に分かりやすい財政状況の公表に努めてまいりますので、ご理解とご協力を

お願いいたします。 

 

 

 

令和 2 年１１月発行：石狩市財政部財政課財政担当 

〒０６１－３２９２ 石狩市花川北６条１丁目３０番地２ 

ＴＥＬ：０１３３－７２－３１５４ 

ＦＡＸ：０１３３－７２－３５４０ 

E-mail：zaisei@city.ishikari.hokkaido.jp 

おわりに 


